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弁護士  上岡 亮

近隣トラブル、どう解決する？

　Ａさん宅の隣にはＢさんが住んでおり、Ｂさん宅の庭
に大きな木が生えています。この木の枝がＡさん宅との
境界線をまたいで張り出しており、Ａさん宅のベランダ
や屋根に、落ち葉や木の実等が大量に落下してきます。
困ったＡさんは、Ｂさんに対して木の枝を切るように申
し入れたところ、Ｂさんは、「落ち葉などが落ちるのは
自然現象だから仕方がないと思います」などと言って取
り合ってもらえません。
　Ａさんは、自宅に侵入してきたものなのだから、自分
で枝を切り落としても構わないのではないかと考えまし
た。はたしてできるのでしょうか。
◆──解説
　隣家の木の枝は、Ａさんの土地所有権を侵害している
ことは間違いなさそうです。しかし、木の枝は、Ｂさん
の所有物になります。Ａさんが木の枝を切り落とすこと
は、Ｂさんの権利を侵害することになります。
　Ａさんの行為のような実力行使を「自力救済」と言
い、侵害が切迫しているようなごく例外的な場合を除
いて違法とされます。自力救済を認めてしまうと、相
手方の言い分を聞く機会がなくなり、誤った権利行使
がされるおそれがあるからです。本件の場合、Ａさん
が木の枝を切り落とすことは違法行為になってしまい
ます。
　では、Ａさんは、何もすることができないのでしょうか。
　民法233条１項は、隣地の竹木の枝が境界線を越え
るときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させるこ
とができると規定しています。そこで、Ｂさんに対して、
本規定の存在を示して、枝を切るように説得を試みるこ
とが考えられます。
　しかし、Ｂさんは、これまでもＡさんの申し入れを取
り合わなかったというのですから、　Ａさんは、当事者
だけの話合いによる解決は難しいと考えました。では、
どうすればよいのでしょうか。
　Ｂさんを相手方として、裁判所へ訴訟を提起するとい
うことができますが、何と言ってもＢさんはＡさん宅の
隣の家に住んでいる人ですから、できれば円満に解決し
たいものです。

　裁判所には、訴訟の他に調停という手続があります。
「訴訟」は、裁判官が双方の言い分を聞いて、証拠を調
べた上で、法律に基づいて判断をする制度であるのに
対して、「調停」は、当事者双方の合意によって紛争の
解決を図る制度です。調停の手続においては、裁判所
から指名された調停委員２名が事件を担当します。調停
委員のうち１名は、弁護士が務めることもありますが、
多くの調停委員は民間人の中から選ばれた人です。話
合いによって当事者間に合意ができ、調停が成立する
と、その合意は訴訟の場合の判決と同じ効力を持つこと
になります。
　また、弁護士会では、紛争を簡易迅速に解決するため
の仲裁センターを設けているところがあります。「仲裁」
も、当事者双方の合意によって紛争の解決を図る制度で
すが、仲裁の手続においては、経験豊富なベテランの弁
護士や元裁判官の他、紛争の内容により建築士などの専
門家が担当することもあります。必ずしも法律にしばら
れることはなく、トラブルの実情に応じた円満な解決を
図ることができ、期間についても、裁判所の手続に比べ
て迅速な解決を目指しています。なお、仲裁は、当事者
間の話合いを大切にしている手続ですから、相手方が出
席することによってはじめて手続を進めることができる
制度です。Ａさんとの直接の話合いに気乗りしないＢさ
んであっても、専門的な機関で解決を図るということで
あれば話合いに応じてくれるかもしれません。
　近隣同士のトラブルは、すぐ近くに相手方が住んでい
るがゆえにデリケートな問題になりやすく、当事者同士
での解決が困難なものが多くあります。自力で解決しよ
うとすると、余計にこじれてしまうこともあるでしょう。
裁判所の調停や弁護士会の仲裁センター等を活用して
安心安全な解決を目指してみてはいかがでしょうか。
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